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（３）構造的な財政支出に対する財源確保 

年金、医療及び介護の給付等の施策に要する社会保障費のよ

うな構造的な増加要因である経費に対しては、歳入・歳出の両

面にわたる改革を通じて、安定的な財源を確保していくものと

する。 

 

（４）歳出見直しの基本原則 

特別会計を含む全ての歳出分野における事務及び事業につ

いて、その内容及び性質に応じ、必要性、執行の効率性等の観

点から不断の見直しを行うことにより、歳出の無駄の排除を徹

底し、思い切った予算の組替えを行う。 

歳出の無駄の排除に資するため、事務及び事業の執行状況の

的確な把握及び開示により、執行状況の透明性の確保を図る。 

 

（５）地方財政の安定的な運営 

財政の健全化については、まず、国が本戦略に則り改革に取

り組んでいくことはもとより、公経済を担う国及び地方公共団

体が相協力しつつ行うことが必要である。地方公共団体に対し、

上記の国の財政運営の基本ルールに準じつつ財政の健全な運

営に努めるよう要請するとともに、国は、地方財政の自主的か

つ安定的な運営に配慮し、その自律性を損ない、又は地方公共

団体に負担を転嫁するような施策を行ってはならない。 

 

３．中期財政フレーム 
財政健全化目標の達成に資するため、経済・財政の見通しや展

望を踏まえながら複数年度を視野に入れて毎年度の予算編成を

行うための仕組みとして、以下のように、平成 23 年度から平成

25 年度を対象とする中期財政フレームを策定する。 

 

（１）「強い経済」「強い財政」「強い社会保障」の一体的実現に向

けて 

   平成 23 年度からの３か年は、「強い経済」、「強い財政」、「強

い社会保障」の一体的実現に向けて始動する「第一ステージ」

と位置付けられる。この目標の実現を財政面から裏付けていく

ことが、中期財政フレームの基本となる考え方である。 

   こうしたことから、歳入・歳出両面にわたる取組として、

①国債発行額の抑制、②抜本的な税制改革、③基礎的財政収支

の改善目標の達成に向けて取り組む。 
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（２）歳入・歳出両面にわたる取組 

 

①国債発行額の抑制 

財政健全化目標を確実に達成するとともに、財政健全化へ

の積極的な姿勢を市場に向けて発信し、市場の信認を確保す

る観点から、平成 23 年度の新規国債発行額について、平成

22 年度予算の水準（約 44 兆円）を上回らないものとするよ

う、全力をあげる。それ以降の新規国債発行額についても、

財政健全化目標の達成へ向けて着実に縮減させることを目

指し、抑制に全力をあげる。 

このため、歳入・歳出両面における 大限の努力を行う。 

 

②歳入面での取組 

個人所得課税、法人課税、消費課税、資産課税等にわたる

税制の抜本的な改革を行うため、早急に具体的内容を決定す

ることとする。こうした税制の改革により、財政健全化目標

の達成に向けて、必要な歳入を確保していく。 

租税特別措置については、平成 22 年度税制改正大綱の方

針に沿ってゼロベースから見直すこととする。 

新たに減収を伴う税制上の措置については、それに見合う

新たな財源を確保しつつ実施することを原則とする。 

 

③歳出面での取組 

財政健全化目標の達成に向けて、平成 23 年度から平成 25

年度において、「基礎的財政収支対象経費」（国の一般会計歳

出のうち、国債費及び決算不足補てん繰戻しを除いたもの）

について、恒久的な歳出削減を行うことにより、少なくとも

前年度当初予算の「基礎的財政収支対象経費」の規模（これ

を「歳出の大枠」とする。）を実質的に上回らないこととし、

できる限り抑制に努めることとする。 

このうち、平成 23 年度以降の「経済危機対応・地域活性

化予備費」１兆円の取扱いについては、現段階では景気状況

を見通し難いことから、予算編成過程において検討すること

とする。 

なお、２．（５）の基本ルールを踏まえ、地方歳出につい

ても国の歳出の取組と基調を合わせつつ、交付団体始め地方

の安定的な財政運営に必要となる地方の一般財源の総額に

ついては、上記期間中、平成 22 年度の水準を下回らないよ



 11

う実質的に同水準を確保する。 

歳出増につながる施策を新たに実施又は拡充しようとす

る場合には、当年度当初予算の「基礎的財政収支対象経費」

の規模が上記の「歳出の大枠」の範囲内となるよう、恒久的

な更なる歳出削減により、これに要する財源を賄うこととす

る。 

この場合、歳出削減について過度に硬直的な対応となるこ

とがないよう、税制改革等歳入面での取組と連携した対応を

確保することが重要である。「強い経済」、「強い財政」、「強

い社会保障」の一体的実現の観点から、需要・雇用創造が期

待される分野を始めとする一体的強化のための政策パッケ

ージ等の施策の新たな実施等に関連して新たな制度改正に

よる恒久的な歳入増が確保された場合等には、上記①の国債

発行額の抑制に関する規律の範囲内で、この恒久的な歳入確

保額に相当する金額の範囲内の金額を、上記の「歳出の大枠」

の額に加算することができる。確保された歳入が一時的なも

のである場合には、国債発行額の抑制に活用するものとする。 

（注）平成 23 年度以降の「基礎的財政収支対象経費」の内訳となる各

年度の予算額については、概算要求その他の予算編成過程を経て、

決定。地方交付税交付金等についても、地方行財政に係る制度改正

等を踏まえた地方財政対策等を経て決定。 

 

（３）中期財政フレームに基づく各年度の予算編成 

概算要求段階での予算の組替え等に資するよう、毎年度、予

算編成の基本理念や経費の性格にも留意しつつ、中期財政フレ

ームと整合的な各閣僚別の概算要求枠を設定する。各閣僚は、

「査定大臣」として、この概算要求枠の範囲内で優先順位をつ

けて、積極的な予算の組替え・歳出削減を行い、要求すること

とする。 

なお、各閣僚は、行政刷新会議における事業仕分けの結果等

を踏まえ、概算要求等を行うこととする。 

また、各閣僚は、新成長戦略における政策の優先順位の判断

基準等を踏まえ、既存施策を大胆に見直し、成長に資する施策

への重点化を行う等により予算を組み替え、概算要求等を行う

こととする。 

要求後の予算編成過程においても、各閣僚は、積極的に要求

を見直し、歳出削減に取り組むこととする。 
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（４）中期財政フレームの改訂 

平成 23 年半ば頃、当面の経済見通しや中長期の経済・財政

の状況と展望を踏まえつつ、中期財政フレームの改訂を行い、

平成24年度から平成26年度までを対象とする新たな中期財政

フレームを定める。以後同様に、毎年半ば頃、中期財政フレー

ムの改訂を行い、翌年度以降３年間の新たな中期財政フレーム

を定める。各年度に策定した中期財政フレームに沿って、翌年

度の概算要求・予算編成を行うものとする。 

改訂に際しては、既存の中期財政フレームで定められてい

る２か年度分の歳入・歳出両面にわたる取組は原則として維持

するものとし、新たに追加する年度の歳入・歳出両面にわたる

取組についても、財政運営の基本ルールと整合的に定めるもの

とする。 
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平成 23～25 年度における「基礎的財政収支対象経費」 

 
（単位：兆円） 

歳出の大枠 

23 年度 24 年度 25 年度 

基礎的財政収支対象経費（注 1） 

（22 年度 70.9）
71 

（注２、３）

71 
（注２、３） 

71 
（注２、３）

 

 

うち経済危機対応・地域活性化予備費等

（22 年度 1.0）
1.0（注４） 1.0（注４） 1.0（注４）

（注１）「基礎的財政収支対象経費」は、一般会計歳出から国債費及び決算不足

補てん繰戻しを除いたもの 

（注２）一体的強化のための政策パッケージ等の施策の新たな実施等に関連し

て新たな制度改正による恒久的な歳入増が確保された場合等には、国債発

行額の抑制に関する規律の範囲内で、この恒久的な歳入確保額の範囲内の

金額を上記の「歳出の大枠」の額に加算することができる。 

（注３）平成 23 年度以降の「基礎的財政収支対象経費」の内訳となる各年度の

予算額については、概算要求その他の予算編成過程を経て、決定。地方交

付税交付金等についても、地方行財政に係る制度改正等を踏まえた地方財

政対策等を経て決定。 

（注４）平成 23 年度以降の経済危機対応・地域活性化予備費の取扱いについて

は、予算編成過程で検討。 

 
 
 

別紙 


